
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表て面側に記号又は／及び文字を標示する

半透明の布シート体１を有し、裏
面側に朝日及び西日の逆光線を散乱光線透過率Ｒ 2  が 25％≦Ｒ 2  ≦ 60％となるように部分
透過する光散乱粒子混入板２を有し、上記布シート体１と上記光散乱粒子混入板２とを前
後方向に所定間隔Ｗをおいて矩形周囲枠３に固着し、かつ、光散乱粒子混入板２の裏面側
外部に照明器具４を設けたことを特徴とする道路標識。
【請求項２】
　表て面側に記号又は／及び文字を標示する

半透明の布シート体１を有し、裏
面側に朝日及び西日の逆光線を散乱光線透過率Ｒ 2  が 25％≦Ｒ 2  ≦ 60％となるように部分
透過する光散乱粒子混入板２を有し、上記布シート体１と上記光散乱粒子混入板２とを前
後方向に所定間隔Ｗをおいて矩形周囲枠３に固着し、かつ、布シート体１と光散乱粒子混
入板２との間に照明器具４を内蔵したことを特徴とする道路標識。
【請求項３】
　前面に記号又は／及び文字を標示する反射標示面６ａを形成した半透明板６を表て面側
に有し、裏面側に朝日及び西日の逆光線を散乱光線透過率Ｒ 2  が 25％≦Ｒ 2  ≦ 60％となる
ように部分透過する光散乱粒子混入板２を有し、上記 と上記光散乱粒子混入板
２とを前後方向に所定間隔Ｗをおいて矩形周囲枠３に固着し、かつ、光散乱粒子混入板２
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とともに朝日及び西日の逆光線を散乱光線透
過率Ｒ 1  が 15％≦Ｒ 1  ≦ 30％となるように部分透過する

とともに朝日及び西日の逆光線を散乱光線透
過率Ｒ 1  が 15％≦Ｒ 1  ≦ 30％となるように部分透過する

半透明板６



の裏面側外部に照明器具４を設けたことを特徴とする道路標識。
【請求項４】
　前面に記号又は／及び文字を標示する反射標示面６ａを形成した半透明板６を表て面側
に有し、裏面側に朝日及び西日の逆光線を散乱光線透過率Ｒ 2  が 25％≦Ｒ 2  ≦ 60％となる
ように部分透過する光散乱粒子混入板２を有し、上記半透明板６と上記光散乱粒子混入板
２とを前後方向に所定間隔Ｗをおいて矩形周囲枠３に固着し、かつ、半透明板６と光散乱
粒子混入板２との間に照明器具４を内蔵したことを特徴とする道路標識。
【請求項５】
　照明器具４がストレート状蛍光燈であり、該照明器具４を前方に、該照明器具４の保持
横杆５を後方に、接近して前後平行に配設し、かつ、該保持横杆５を矩形周囲枠３の左右
連結補強部材と兼用した請求項２又は４記載の道路標識。
【請求項６】
　照明器具４がストレート状蛍光燈であり、該照明器具４を前方に、該照明器具４の保持
縦杆９を後方に、接近して前後平行に配設し、かつ、該保持縦杆９を矩形周囲枠３の
連結補強部材と兼用した請求項２又は４記載の道路標識。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、道路標識に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の道路標識は、記号や文字を標示する表板材と、この表板材と前後方向に所定間隔を
もって配設される裏板材とを有するものがあった。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、裏板材が金属から成るため、朝日や西日の逆光線が当たると、裏板材の影によっ
て標示面が暗く見え、標示内容を正確に解読するのが困難になった。
そこで、本発明は、朝日や西日の逆光線が当たっても、標示内容を正確・容易に解読する
ことができる道路標識を提供することを目的とする。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　上述の目的を達成するために、本発明に係る道路標識は、表て面側に記号又は／及び文
字を標示する

半透明の布シート体を有し、裏面側に朝日及び西日の逆光線を散
乱光線透過率Ｒ 2  が 25％≦Ｒ 2  ≦ 60％となるように部分透過する光散乱粒子混入板を有し
、上記布シート体と上記光散乱粒子混入板とを前後方向に所定間隔をおいて矩形周囲枠に
固着し、かつ、光散乱粒子混入板の裏面側外部に照明器具を設けたものである。
【０００５】
　また、表て面側に記号又は／及び文字を標示する

半透明の布シート体を有し
、裏面側に朝日及び西日の逆光線を散乱光線透過率Ｒ 2  が 25％≦Ｒ 2  ≦ 60％となるように
部分透過する光散乱粒子混入板を有し、上記布シート体と上記光散乱粒子混入板とを前後
方向に所定間隔をおいて矩形周囲枠に固着し、かつ、布シート体と光散乱粒子混入板との
間に照明器具を内蔵したものである。
【０００６】
　また、前面に記号又は／及び文字を標示する反射標示面を形成した半透明板を表て面側
に有し、裏面側に朝日及び西日の逆光線を散乱光線透過率Ｒ 2  が 25％≦Ｒ 2  ≦ 60％となる
ように部分透過する光散乱粒子混入板を有し、上記 と上記光散乱粒子混入板とを
前後方向に所定間隔をおいて矩形周囲枠に固着し、かつ、光散乱粒子混入板の裏面側外部
に照明器具を設けたものである。
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とともに朝日及び西日の逆光線を散乱光線透過率Ｒ 1  が 15％≦Ｒ 1  ≦ 30％と
なるように部分透過する

とともに朝日及び西日の逆光線を散乱
光線透過率Ｒ 1  が 15％≦Ｒ 1  ≦ 30％となるように部分透過する

半透明板



【０００７】
また、前面に記号又は／及び文字を標示する反射標示面を形成した半透明板を表て面側に
有し、裏面側に朝日及び西日の逆光線を散乱光線透過率Ｒ 2  が 25％≦Ｒ 2  ≦ 60％となるよ
うに部分透過する光散乱粒子混入板を有し、上記半透明板と上記光散乱粒子混入板とを前
後方向に所定間隔をおいて矩形周囲枠に固着し、かつ、半透明板と光散乱粒子混入板との
間に照明器具を内蔵したものである。
【０００８】
　また、照明器具がストレート状蛍光燈であり、該照明器具を前方に、該照明器具の保持
横杆を後方に、接近して前後平行に配設し、かつ、該保持横杆を矩形周囲枠の左右連結補
強部材と兼用したものである。また、照明器具がストレート状蛍光燈であり、該照明器具
を前方に、該照明器具の保持縦杆を後方に、接近して前後平行に配設し、かつ、該保持縦
杆を矩形周囲枠の 連結補強部材と兼用したものである。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下、実施の形態を示す図面に基づき、本発明を詳説する。
【００１０】
図１及び図２は、本発明の第１の実施の形態を示す。この道路標識は、表て面側に記号及
び文字を標示する半透明の布シート体１───例えば、メタクリル樹脂、ポリエステル繊
維等から成る───を有する。
【００１１】
布シート体１の散乱光線透過率Ｒ 1  は、 15％≦Ｒ 1  ≦ 30％とされる。散乱光線透過率Ｒ 1  
が上記範囲にあるので、逆光線が適度に透過し、記号及び文字を解読するのが容易になる
。散乱光線透過率Ｒ 1  がＲ 1  ＜ 15％の場合は、表て面が暗くなり、記号及び文字を読みに
くい。また、散乱光線透過率Ｒ 1  が 30％＜Ｒ 1  の場合は、表て面が明るくなりすぎるので
、道路標識の表て面を見る人の目の瞳孔が小さくなり、記号及び文字を読みにくい。
【００１２】
裏面側に朝日及び西日の逆光線を散乱光線透過率Ｒ 2  が 25％≦Ｒ 2  ≦ 60％となるように部
分透過する光散乱粒子混入板２───例えば、メタクリル樹脂から成る───を有する。
この光散乱粒子混入板２によって、逆光線が適度に透過し、記号及び文字を解読するのが
容易になる。
【００１３】
散乱光線透過率Ｒ 2  がＲ 2  ＜ 25％の場合は、表て面が暗くなり、記号及び文字を読みにく
い。また、散乱光線透過率Ｒ 2  が 60％＜Ｒ 2  の場合は、表て面が明るくなりすぎるので、
道路標識の表て面を見る人の目の瞳孔が小さくなり、記号及び文字を読みにくい。
【００１４】
布シート体１と光散乱粒子混入板２とは前後方向に所定間隔Ｗをおいて矩形周囲枠３に固
着される。光散乱粒子混入板２の裏面側外部に照明器具４，４が設けられる。
【００１５】
図３及び図４は、第２の実施の形態を示す。布シート体１と光散乱粒子混入板２との間に
照明器具４…が内蔵される。道路標識全体を、コンパクトに設置することができる。
【００１６】
照明器具４はストレート状蛍光燈であり、照明器具４を前方に、照明器具４の保持横杆５
を後方に、接近して前後平行に配設される。夜間、照明器具４を点灯させたときにも、保
持横杆５の影が、表て面側に映らないので、正確・容易に標示内容を解読することができ
る。保持横杆５は矩形周囲枠３の左右連結補強部材と兼用される。なお、図４は、光散乱
粒子混入板２を図示省略した背面図を示した。
【００１７】
図５は、第３の実施の形態を示す。前面に記号及び文字を標示する反射標示面６ａを形成
した半透明板６を表て面側に有する。半透明板６は、透明のメタクリル樹脂板７の表面に
半透明フィルムシート８を熱圧着したものから成る。半透明板６が、夜間、自動車のヘッ
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ドライトを適度に反射するので、記号及び文字を容易に解読することができる。光散乱粒
子混入板２の裏面側外部に照明器具４が設けられる。
【００１８】
図６は、第４の実施の形態を示す。前面に記号及び文字を標示する反射標示面６ａを形成
した半透明板６を表て面側に有する。半透明板６と光散乱粒子混入板２との間に照明器具
４が内蔵される。
【００１９】
図７は、第５の実施の形態を示す。照明器具４はストレート状蛍光燈であり、照明器具４
を前方に、照明器具４の保持縦杆９を後方に、接近して前後平行に配設される。夜間、照
明器具４を点灯させたときにも、保持縦杆９の影が、表て面側に映らないので、正確・容
易に標示内容を解読することができる。保持縦杆９は矩形周囲枠３の上下連結補強部材と
兼用される。なお、図７は、光散乱粒子混入板２を図示省略した背面図を示した。
【００２０】
なお、本発明は、設計変更可能であって、例えば、表て面側に、記号又は文字のいずれか
のみを標示するも良い。
【００２１】
【発明の効果】
本発明は、上述の如く構成されるので、次に記載する効果を奏する。
【００２２】
（請求項１によれば）朝日や西日の逆光線が当たっても、標示内容を正確・容易に解読す
ることができる。また、夜間でも、照明器具４によって、標示内容を正確・容易に解読す
ることができる。
【００２３】
（請求項２によれば）朝日や西日の逆光線が当たっても、標示内容を正確・容易に解読す
ることができるとともに、全体がコンパクトになり、設置スペースが小さくてすむ。夜間
でも、照明器具４によって、標示内容を正確・容易に解読することができる。
【００２４】
（請求項３によれば）朝日や西日の逆光線が当たっても、標示内容を正確・容易に解読す
ることができる。また、夜間でも、照明器具４によって、標示内容を正確・容易に解読す
ることができる。
【００２５】
（請求項４によれば）朝日や西日の逆光線が当たっても、標示内容を正確・容易に解読す
ることができるとともに、全体がコンパクトになり、設置スペースが小さくてすむ。夜間
でも、照明器具４によって、標示内容を正確・容易に解読することができる。
【００２６】
（請求項５によれば）保持横杆５によって矩形周囲枠３の左右連結強度が補強されるとと
もに、保持横杆５の影が表て面側に映らないので、標示内容を正確・容易に解読すること
ができる。
（請求項６によれば）保持縦杆９によって矩形周囲枠３の上下連結強度が補強されるとと
もに、保持縦杆９の影が表て面側に映らないので、標示内容を正確・容易に解読すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態を示す正面図である。
【図２】断面側面図である。
【図３】第２の実施の形態を示す断面側面図である。
【図４】説明背面図である。
【図５】第３の実施の形態を示す断面側面図である。
【図６】第４の実施の形態を示す断面側面図である。
【図７】第５の実施の形態を示す説明背面図である。
【符号の説明】
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１　布シート体
２　光散乱粒子混入板
３　矩形周囲枠
４　照明器具
５　保持横杆
６　半透明板
６ａ　反射標示面
９　保持縦杆
Ｒ 2  　散乱光線透過率
Ｗ　所定間隔 10

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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